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  第 1章 都市計画           まちづくり政策課、交通政策課 

 

  都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備に向け、農林漁業との調和を図りつつ、文化的な

都市生活及び機能的な都市活動を確保するために、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図る

ことを理念とし、土地利用、都市施設及びその他の計画を定めている。 

  平成10年３月に都市計画の基本的な方針となる平塚市都市マスタープランを策定し、平成19年

に平塚市総合計画が改定されたことを受けて、平成 20年10月に平塚市都市マスタープラン（第２

次）を策定している。なお、平塚市都市マスタープラン（第２次）については、策定後約10年が経

過し、時代背景や社会情勢が変化していることを受けて、平成 29年10月に平塚市都市マスタープ

ラン（第２次）本冊を補完する役割の別冊を策定した。 

 

  第１節 市街化区域及び市街化調整区域 

 

  都市計画法（昭和44年６月施行）に基づき、都市の無秩序な市街化を防止し、計画的に都市の健

全な発展と秩序ある整備を図るため、都市計画区域（全市域）が、市街化区域（既に市街地を形成

している区域及び概ね 10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域）及び市街化調整区域

（市街化を抑制すべき区域）に区分されている。昭和 45年の当初決定以降、７回の見直し及び土地

区画整理事業による保留区域の市街化区域編入が行われている。 

 

区域区分の推移 

決定年月日 市街化区域 市街化調整区域 合  計 備    考 

昭和45．６．10 2,956.2 ha 3,831.8 ha 6,788ha 決定 

昭和54．３．30 3,080   ha 3,708   ha 6,788ha 変更(第１回見直し） 

昭和59．11．２ 3,017   ha 3,771   ha 6,788ha  〃（第２回見直し） 

平成 ２．12．25 3,017   ha 3,771   ha 6,788ha  〃（第３回見直し） 

平成 ６．４．１ 3,073   ha 3,715   ha 6,788ha  〃（真田地区、五領ケ台地区の編入） 

平成 ７．３．24 3,095   ha 3,693   ha 6,788ha  〃（東豊田地区の編入） 

平成 ９．３．28 3,083   ha 3,705   ha 6,788ha  〃（第４回見直し） 

平成13．11．20 3,084   ha 3,704   ha 6,788ha  〃（第５回見直し） 

平成 22．３．23 3,086   ha 3,702   ha 6,788ha  〃（第６回見直し） 

平成 27．８．28 3,154   ha 3,634   ha 6,788ha  〃（ツインシティ大神地区の編入） 

平成 28．11．１ 3,152   ha 3,636   ha 6,788ha 〃（第７回見直し） 
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第２節 地域地区 

 

１  用途地域 

用途地域の根幹は、昭和 25年制定の建築基準法に基づいて定められたもので、その後、都市計

画法、建築基準法の改正に伴い、従来の４用途を８用途に改め、地域ごとに建蔽率、容積率を定

めることとし、昭和 48年12月に決定された。その後、区域区分の見直しや全市的な見直しに基

づいて変更されてきたが、平成４年６月の都市計画法、建築基準法の改正に伴い、平成８年５月

に従来の８用途を11用途に改めている。その後、区域区分の見直しや都市計画提案を踏まえた変

更等に伴う用途地域の変更を行い、現在は 12用途を指定している。 

なお、平成29年５月に、都市計画法、建築基準法が改正されたことに伴い、田園住居地域が用

途地域に追加されたが、本市においては指定していない。 

 

用途地域指定状況（令和４．３．１告示） 
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面積 

(ha) 
359 7.5 912 24 827 5.5 25 165 90 290 131 316 3,152 

割合 

(％) 
11.4 0.2 28.9 0.8 26.2 0.2 0.8 5.2 2.9 9.2 4.2 10 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-230-



２  高度地区 

昭和62年３月にＪＲ東海道本線以南の第一種中高層住居専用地域の一部に、中高層建築物によ

る日照阻害や電波障害などの都市環境の悪化を防ぎ、良好な住居環境を保全するために、建物の

高さの最高限度を 15ｍとする高度地区を指定した。その後、平成２年 12月に区域の一部を変更

している。 

さらに、平成20年９月に住居系、商業系、工業系などの地域特性に合わせた良好な市街地環境

の維持、保全を図るため、市街化区域全域（第一種低層及び第二種低層住居専用地域を除く）へ

高度地区を拡大変更した。その後、区域区分の見直しや都市計画提案を踏まえた変更等に伴う指

定区域の変更を行っている。 

 

  地区指定状況（令和４．３．１告示） 

種   類 面   積 区        域 

第１種高度地区 

(最高限度12ｍ） 
約  172ha 第一種中高層住居専用地域の一部、第一種住居地域の一部 

第２種高度地区 

(最高限度15ｍ） 
約2,022ha 

第一種中高層住居専用地域の一部、第二種中高層住居専用地域 

第一種住居地域の一部、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域 

近隣商業地域（容積率 200%） 

第３種高度地区 

(最高限度20ｍ） 
約  54ha 近隣商業地域（容積率 300%） 

第４種高度地区 

(最高限度31ｍ） 
約  537ha 商業地域、工業専用地域、工業地域* 

＊工業地域内の工業系用途以外の建物は、最高限度 15ｍ 

 

３  防火地域及び準防火地域 

昭和33年３月に市の中心部を防火地域に指定し、その後、数回の変更により商業地域及び近隣

商業地域に防火地域及び準防火地域の指定を拡大した。 

さらに、昭和62年には用途地域の見直しに併せ、また、大規模地震対策特別措置法に基づく地

震防災対策強化地域に指定されていることを踏まえ、災害に強い都市づくりを進めるため、防火・

準防火地域を大幅に拡大変更した。その後、区域区分の見直しや都市計画提案を踏まえた変更等

に伴う指定区域の変更を行っている。 

 

地域指定状況（令和４．３．１告示） 

種      類 面   積 区          域 

防火地域   約  90ha 
容積率400％以上の区域 

（商業地域の全部） 

準防火地域   約1,938ha 

建蔽率 60％かつ容積率 200％以上で工業系用途地域を除く区

域（第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・第二種住居

地域・準住居地域及び近隣商業地域の全部、第一種中高層住居

専用地域及び準工業地域の一部） 
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４  風致地区 

昭和31年２月に湘南海岸風致地区として、約 171haの地域が指定を受け、海岸地区の美観を永

く維持することになった。昭和 45年６月に神奈川県風致地区条例の施行に伴い、昭和 45年９月

に風致地区の面積を 96.2haに変更、昭和48年５月にこの地域を特別地区及びその他の地区に指

定替えを行った。 

なお、平成11年４月に神奈川県風致地区条例の一部改正により特別地区は第１種、その他の地

区は第４種風致地区に名称が変更された。平成22年１月には第１種風致地区の一部を第３種風致

地区へ変更した。 

平成26年10月には、平塚市風致地区条例の制定により、緑化の基準を追加し、更なる風致の

維持に努めている。 

地区指定状況（平成 22．１．15告示） 

名     称 種  別 区     域 面   積 

湘南海岸風致地区 

第１種 

風致地区 

千石河岸、高浜台、袖ケ浜、龍城ケ丘、   

虹ケ浜、撫子原、唐ケ原の各一部 
約79.7ha 

第３種 

風致地区 

高浜台、龍城ケ丘、虹ケ浜、撫子原の各一

部 
約3.9ha 

第４種    

風致地区 
唐ケ原の一部 約12.6ha 

 

５  駐車場整備地区 

円滑な道路交通を確保し、また駐車施設を欠くために生じる都市機能の障害を未然に防止する

ため、昭和57年８月に平塚駅周辺の商業地域約 80.7haを駐車場整備地区に指定している。 

 

６  生産緑地地区 

平成３年４月に生産緑地法が改正され、市街化区域内農地を「宅地化する農地」と「保全する

農地」に区分することになった。 

「保全する農地」については、優れた緑地機能の役割を果たす農地等を計画的に保全し、農林

漁業と調和した良好な都市環境の形成を図るため生産緑地地区として、平成４年 11 月に約 50.4 

haを決定し、その後も毎年追加や変更を行っている。 

 

     地区指定状況(令和４．11．４告示) 

面        積 箇   所   数 

約  40.3 ha 289 
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第３節 都市計画道路 

 

都市計画道路は、昭和 21年８月に平塚駅海岸線ほか 30路線、延長52,050ｍの幹線道路の計画

決定を行い、戦災復興事業の進捗とともに整然たる道路網を形成し、整備が進められた。昭和 31

年12月には道路整備 10か年計画案を作成し、隣接市町と協議を行うとともに、国、県とも協議

を重ね、10か年計画案の修正を行い、昭和 36年８月に計画道路の追加及び一部変更を行った。 

市域が扇形であることから、道路網は市街地から放射状に伸び、それを郊外で環状線が横に連

絡している。放射状線は本厚木駅へ伸びる国道 129号と主要地方道の平塚伊勢原線、平塚海岸秦

野線などに代表されるが、その間に市西部とを接続する八幡神社土屋線、北部とを接続する東浅

間大島線など、幅員 12～22ｍの道路が一部開通又は完了している。また、環状線では、湘南新道、

萩原八幡線などを中心に外環状、内環状道路を整備中である。 

平成24年４月に都市計画道路の見直しの基本的な考え方として「平塚市都市計画道路見直し計

画」を策定した。この計画に基づき、平成25年11月までに３路線について全線廃止又は一部区

画廃止を行った。 

現在、計画決定されている都市計画道路は、49路線、総延長114,660ｍであり、このうち整備

済総延長は79,735ｍ（69.5％）で、33路線については事業が完了している。 

 

平塚都市計画道路一覧表                                             

番

号 

路線番号 

路  線  名 

位      置 代表 

幅員 

(ｍ) 

計画      

延長 

（ｍ） 

整備済 

延長 

（ｍ） 
区

分 

規 

模 

番 

号 
起     点 終     点 

１ １ ４ １ 新湘南国道 須賀字下河原 唐ケ原 20.2 4,130 ０ 

２ ３ ２ １ 駅前大通り線 宝町 宮の前 36 400 400 

３ ３ ２ ２ 国道一号線 馬入本町 大磯町大字花水橋西詰 30 3,500 3,500 

４ ３ ３ １ 平塚駅海岸線 代官町 高浜台 25 1,180 1,180 

５ ３ ３ ２ 八幡須賀線 四之宮字諏訪前 千石河岸 22 3,810 3,810 

６ ３ ３ ３ 八王子平塚停車場線 宮松町 大神字一之堰 22 5,800 4,610 

７ ３ ３ ４ 東海道本通り線 馬入本町 平塚字南側 22 2,560 2,560 

８ ３ ３ ６ 湘南新道 四之宮字下河原 万田字八重久保 25 7,700 1,240 

９ ３ ３ ７ 八幡神社土屋線 浅間町 南金目字西久保 22 8,430 3,750 

10 ３ ３ ８ 平塚海岸秦野線 虹ケ浜 南金目字西久保 22 9,880 1,050 

11 ３ ３ ９ 平塚伊勢原線 龍城ケ丘 
城所字大門前 

伊勢原市岡崎字大割 
22 6,900 6,900 

12 ３ ４ １ 海岸南中線 袖ケ浜 浅間町 18 2,100 2,100 

13 ３ ４ ２ 平塚駅稲荷山線 夕陽ケ丘 高浜台 18 1,020 1,020 

14 ３ ４ ３ 須賀久領平塚中学校線 夕陽ケ丘 黒部丘 18 1,960 1,610 

15 ３ ４ ４ 平塚大磯海岸線 札場町 撫子原 18 3,160 3,160 

16 ３ ４ ５ 萩原八幡線 八幡字下高間 大磯町大字高麗 16 5,120 2,320 

17 ３ ４ ６ 上粕屋南金目線 
北金目字六反田・上

川原 

真田字向田 

秦野市鶴巻字大所・曲戸 
16 1,410 1,410 
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番

号 

路線番号 

路  線  名 

位      置 代表 

幅員 

(ｍ) 

計画      

延長 

（ｍ） 

整備済 

延長 

（ｍ） 
区

分 

規 

模 

番 

号 起     点 終     点 

18 ３ ４ ７ 東海大学前駅真田線 真田字車橋 真田字池田・寺尾 16 880 880 

19 ３ ４ ８ 北金目真田線 北金目字小道・塚越 真田字大原 16 1,080 1,060 

20 ３ ４ ９ 倉見大神線 大神字上堤外 大神字一之堰 18.5 1,070 ０ 

21 ３ ４ 10 ツインシティ大神線 大神字上内出 大神字二之堰・下堰 18 750 ０ 

22 ３ ５ １ 三島神社後谷線 代官町 天沼 15 1,000 1,000 

23 ３ ５ ２ 南町通東浅間線 紅谷町 浅間町 15 630 630 

24 ３ ５ ３ 柳町諏訪町線 平塚字西上ノ台 中里 15 690 200 

25 ３ ５ ４ 桜ケ丘花水川橋線 大磯町高麗三丁目 桜ケ丘 13 460 460 

26 ３ ５ ５ 蔵邸川端線 千石河岸 札場町 15 630 630 

27 ３ ５ ６ 平塚駅須賀港線 代官町 幸町 15 1,340 1,340 

28 ３ ５ ７ 南町通線 紅谷町 紅谷町 15 150 150 

29 ３ ５ ８ 平塚山下線 明石町 出縄字入海・池ノ前 15 4,370 2,875 

30 ３ ５ ９ 後谷八幡裏線 中堂 浅間町 15 1,240 1,240 

31 ３ ５ 10 須賀打越羽衣町線 代官町 八重咲町 15 960 960 

32 ３ ５ 11 中川尻線 撫子原 大磯町高麗三丁目 13 1,130 1,130 

33 ３ ５ 12 寺町川端線 千石河岸 千石河岸 15 350 250 

34 ３ ５ 13 宝町通線 宝町 老松町 15 400 400 

35 ３ ５ 14 馬入一号線 榎木町 四之宮字道下 15 3,400 3,400 

36 ３ ５ 15 東浅間大島線 浅間町 大島字枝 12 6,170 4,940 

37 ３ ５ 16 旭伊勢原線 万田字鳴子谷戸 片岡字中麦田 12 3,920 2,665 

38 ３ ５ 17 伊勢原藤沢線 田村字天神下 大島字林戸 12 2,750 2,750 

39 ３ ５ 18 大句丸島線 城所字新田土腐 岡崎字桜畑 12 1,880 1,880 

40 ３ ５ 19 国道134号線 須賀字下河原 唐ケ原 14.5 4,130 4,130 

41 ３ ５ 20 五領ケ台循環線 公所字内沢 公所字内沢 14 1,520 1,520 

42 ３ ５ 21 五領ケ台南線 上吉沢字新宿 公所字内沢 14 460 385 

43 ３ ５ 22 五領ケ台西線 千須谷字コナラ山 上吉沢字市場 14 470 470 

44 ３ ５ 23 東豊田工業団地線 東豊田字道下 南豊田字大縄橋 15 1,490 1,490 

45 ３ ５ 24 東豊田南線 東豊田字道下 東豊田字道下 15 140 140 

46 ３ ５ 25 東豊田北線 東豊田字道下 東豊田字道下 13 170 170 

47 ３ ６ １ 平塚駅花水線 紅谷町 平塚字東清水 11 1,060 1,060 

48 ３ ６ ２ 平塚駅八重咲町線 八重咲町 八重咲町 11 460 460 

49 ８ ７ １ 五領ケ台中央線 公所字内沢 片岡字棒山 ６ 450 450 

合                  計 114,660 79,735 

                                                                   は全線整備済み  

※ 整備済延長とは、改良済延長及び概成済延長の合計を示す。 

※ 改良済とは、道路用地が計画幅員のとおり確保されており、一般の通行の用に供している道路。 

※ 概成済とは、概ね計画幅員の２/３以上、又は４車線以上の幅員を要する道路。 
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第４節 地区計画 

 

地区計画制度は、都市における良好な市街地環境の創造、保全を図るため、地区を単位として住

民の意見を十分に反映させながら、道路、公園等の公共施設の配置及び規模、あるいは建築物の形

態等について総合的な計画を策定し、この計画に基づいて建築又は開発行為を規制、誘導すること

により、良好なまちづくりを進めることを目的とするものである。 

現在８地区で都市計画決定している。 

 

地区計画指定状況 

名  称 位  置 面 積 建築物等に関する制限事項 

日向岡地区 

平成２．４．２告示 
（平成８．５．10変更） 

日向岡一丁目、 

日向岡二丁目地内 
約35.7 ha 

建築物の用途、敷地面積の最低

限度、壁面の位置、高さの最高

限度、形態・意匠、かき・さく

の構造 

真田地区 

平成６．４．１告示 
（平成 16．３．５変更） 

真田地内 約12.4 ha 

建築物の用途、敷地面積の最低

限度、壁面の位置、高さの最高

限度、形態・意匠、かき・さく

の構造 

五領ヶ台地区 

平成６．４．１告示 
（平成 19．７．20変更） 

 

めぐみが丘一丁目、 

めぐみが丘二丁目及

び公所地内 

 

約37.5 ha 

建築物の用途、建蔽率、容積率

の最高限度、敷地面積の最低限

度、壁面の位置、高さの最高限

度、形態・意匠、かき・さくの

構造、土地利用、その他 

東豊田地区 

平成７．３．24告示 
（平成 10．11．16変更） 

東豊田字道下、字散田

及び字川合並びに豊田

打間木字川端地内 

約22.3 ha 

建築物の用途、敷地面積の最低

限度、壁面の位置、高さの最高

限度、形態・意匠、かき・さく

の構造 

富士見町地区 

平成17．11．29告示 

富士見町及び豊原町の

一部 
約11.4 ha 

建築物の用途、高さの最高限度、

容積率の最高限度、かき・さく

の構造 

真田・北金目地区 

平成18．12．12告示 
（平成 26．12．17変更） 

真田一丁目、真田二丁

目、真田三丁目、北金

目一丁目、北金目二丁

目、北金目三丁目及び

北金目四丁目地内 

約68.7 ha 

建築物の用途、敷地面積の最低

限度、壁面の位置、高さの最高

限度、形態・意匠、かき・さく

の構造 

天沼地区 

平成26．９．５告示 

天沼、堤町、東八幡一

丁目及び宮松町地内 
約18.9 ha 

建築物の用途、敷地面積の最低

限度、壁面の位置、壁面後退区

域における工作物設置の制限、

高さの最高限度、形態・意匠、

かき・さくの構造、緑化率の最

低限度 

ツインシティ大神地区 

平成27．８．28告示 
大神地内 約68.8 ha 

建築物の用途、敷地面積の最低

限度、壁面の位置、高さの最高

限度、形態・意匠、かき・さく

の構造、緑化率の最低限度 
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第５節 市民主体のまちづくり 

 

本市のまちづくりは、市政運営の基本となる指針を示した総合計画のほか、将来のまちづくりの

姿や目標、方針などを定めた都市マスタープランなどを指針に進めている。そして、まちづくりを

市民、事業者、市が協働で進めるためのしくみや手続き、基準を定めた「平塚市まちづくり条例」

を平成20年７月１日に施行した。この条例では、市民が主体となってまちづくりを進めるために、

「地区まちづくり」、「都市計画提案制度」、「地区計画等の原案の申し出制度」など、市民の自主的

なまちづくり活動を支援するしくみを設けている。また、市民、事業者、市による協働のまちづく

りを進めるため、市民が主体的にまちづくりに関わることができるように、情報の提供、必要な助

言、学習の機会の提供など様々な支援を行っている。 

 現在５つの地区まちづくり協議会を認定しており、袖ケ浜地区まちづくり協議会においては、平

成28年９月12日に本市で初めて地区まちづくり計画を認定し、市民主体のまちづくりが進められ

ている。 

地区まちづくり協議会認定状況（条例第 10条） 

団体の名称 
計画又は実践活動 

対象区域・面積 
活動の目的及び方針 

湘南ひらつか・ゆるぎ地区 

活性化に向けた協議会 
 

平成22．11．10認定 

吉沢地区 

約490.5ha 

吉沢地区の地域問題を解決するため、地域の活

性化を検討し、実践していくことを目的とし、

『恵まれた自然環境をいかして地域を活性化

し、交流の輪を次世代につなぐまちづくり』を

目指す。 

袖ケ浜地区まちづくり協議会 

平成24. ２. ２認定 

袖ケ浜地区 

約0.67ha 

袖ケ浜地区は日当たりがよく緑に囲まれ、低層

住宅が建ち並び、良好な住環境が形成された地

域である。中高層建築物等の建築による居住環

境の悪化を防ぎ、良好な住環境の維持・保全を

図ることを目的とする。 

袖ケ浜東部の環境を守る会 

平成26. ７. 31認定 

袖ケ浜地区 

約1.16ha 

袖ケ浜地区の景観の維持、快適な生活環境の形

成、人と自然が調和したやすらぎのあるまちづ

くり、子ども・高齢者に安全で安心なまちづく

りを目指す。また、低層の戸建て中心のまちづ

くりを目指す。 

龍城ケ丘の環境を守るまちづ

くり協議会 

平成27. 12. ３認定 

龍城ケ丘地区 

約0.48ha 

快適で緑の多い、自然豊かなまちを守り育て、

低層住宅を中心とした住環境を保全し、子ども

や高齢者も安心して暮らせるまちづくりを図っ

ていくことを目的とする。 

城島地区地域活動推進会議 

令和２. ７. 15認定  

城島地区 

約400.8ha 

各種団体が連携協力し、地域住民の福祉と環境

向上について協議し、住みよい地域づくりを推

進していく。また、地域のまちづくりにおける

将来像の策定を目指す。 
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地区まちづくり計画認定状況（条例第 11条） 

団体の名称及び計画の名称 
計画又は実践活動 

対象区域・面積 
計画の概要 

袖ケ浜地区まちづくり協議会 

袖ケ浜地区地区まちづくり計画 

平成28. ９. 12認定 

袖ケ浜地区 

約0.67ha 

一戸建ての住宅を中心とした低層で閑静な

住宅地を形成し、小規模な共同住宅等が共存

した住環境の形成と保全を図る。また、緑や

景観などの地区の良さを守り発展させると

ともに、高齢者や障がい者等に優しく、子育

てのしやすいまちづくりを進める。 

 

第６節 都市景観 

 

本市は、平成３年度に策定した「平塚市都市景観基本計画」や平成５年度に施行した｢湘南ひらつ

か都市景観づくり要綱｣に基づき、ゆとりとうるおいのあるまちなみづくりを目指して、各種の景観

形成の施策を展開してきたが、近年の市民のまちづくりに対する意識の高まりの中で、今後は更に

自然や歴史など地域の特性を活かした「景観」に配慮したまちづくりが求められている。 

このような中、平成 20年12月には、平成16年制定の景観法の規定に基づく手続きや平塚市景観

計画の推進のために必要な事項を定める「平塚市景観条例」を制定するとともに、これまでの取り

組みを活かしつつ、新たな制度を活用するため、平塚市景観計画を策定し、市内の良好な景観形成

に努めている。 

 

１  都市景観形成事前協議・届出制度 

民間施設及び公共施設の建築行為等を行う前に、設計者等関係者と景観形成の協議を行い、景

観形成の誘導やアドバイスを行っている。 

事前協議件数                          （単位：件） 

民間施設 公共施設 合計 

56 41 97 

 

２  地域で進める景観づくり 

景観計画では、湘南ひらつか都市景観づくり要綱で「景観形成モデル地区」として指定した３

地区を「海へのシンボル軸」「都市のシンボル軸」「歴史軸」として『景観重点区域』に改めて位

置づけ、市全域を対象とした景観づくりの基本方針に加えて、地域の特性に応じた景観づくりの

基本方針を定めるなど、より一層の良好な景観形成に努めている。 

景観重点区域における住民主体の活動として、「歴史軸」では平塚宿まちなみ景観協議会による

平塚宿マップの配布などを行った。また「都市のシンボル軸」では、商店会と地元住民が主体と

なりイベントなどを行った。 
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第７節 屋外広告物 

 

 屋外広告物は、案内や情報提供など便利な反面、基準などがなく自由に設置されると、街並みや

自然景観を乱したり、落下などの事故を引き起こしたりすることもあることから、神奈川県内では、

神奈川県屋外広告物条例（以下、「県条例」という。）に基づき、設置・表示にかかる基準を定めて

おり、本市は、平成18年４月から同条例の一部権限移譲を受け、実態調査や設置・表示の許可、条

例への適合指導を行っている。 

しかし、県内を一律に対象とした県条例では、本市の景観計画との不整合が見られたり、実態と

合わない部分等が出てきたことから、平成 23年度から平塚市屋外広告物条例制定の準備を進め、平

成24年12月に公布、更に６か月間の周知期間を経て、平成 25年７月１日に平塚市屋外広告物条例

（以下、「市条例」という。）を施行した。なお、市条例では、景観計画景観重点区域の一部などで、

県条例よりも規制を強化し、逆に他の地域では、大型店舗に表示される壁面利用広告物などの壁面

基準を緩和した。 

 

 屋外広告物の許可件数                           （単位：件） 

 

第８節 神奈川県鉄道輸送力増強促進会議  

 

 神奈川県内の鉄道輸送事情の渋滞に対処し、県内全域にわたる鉄道輸送力の増強を促進すること

により、神奈川県民ひいては国民の生活と産業の進展に寄与する目的で県及び県内全市町村等で組

織されている。また、県内における通勤・通学難の解消を図るなど、種々の問題を解決するため、

幅広い角度から検討を加え、積極的な運動展開を行っている。毎年度、鉄道事業者等に要望活動を

実施しており、本市としては、東海道貨物線の旅客化の実現、ＪＲ根岸線や相模線の平塚駅乗り入

れ、相鉄いずみ野線の平塚延伸、利便性向上などの要望を行っている。 

 

第９節 市民病院行きシャトルバス 

 

医療機関のない大神地区と市民病院の間で、外来通院者の交通利便性向上と過度な自家用車利用

から、バス交通による施設利用へのシフトを図ることを目的とし、平成 17年１月 11日からシャト

ルバスの運行を行っている。 

経路は田村、四之宮を通り真土地区を経由する「神田ルート」と、田村車庫、横内地区を経由す

る「横内ルート」の二系統で運行している。 

なお、市民病院行きは「神田ルート」及び「横内ルート」２便ずつ、大神行きは「神田ルート」

１便で、計５便の運行となっている。 

広告塔 広告板 広告幕 

壁面 

利用 

広告物 

巻き 

つけ 

看板 

工作物 

利用 

広告物 

車体 

利用 

広告 

標識柱 その他 合計 

15 276 ９ 276 1,856 ７ 250 46 19 2,754 
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第 10節 バス利用促進 

１ ノンステップバスの導入 

高齢者、障がい者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図るこ

とを目的として、バス事業者がノンステップバスを導入するに当たり平成20年度から国と市が補

助することにより、累計116台のノンステップバス（大型車）が導入された。 

 

２ バスロケーションシステムの導入 

公共交通の利便性を高めることを目的として、平成 22年度にバス事業者に対して国と市が協調

して補助を行い、路線バスのリアルタイムな運行情報を携帯電話等で把握できるバスロケーショ

ンシステムが導入され、市内全域の路線バスの接近情報や目的地の到着予測時間などの情報を容

易に入手できるようになった。 

 

３ バス時刻表等案内システムの設置 

公共交通の利便性を高めることを目的として、令和元年度にバス事業者に対し国と市が協調し

て補助を行い、平塚駅北口駅前広場にバス時刻表等案内システム（「多言語による目的地検索シス

テム」及び「バス運行情報案内表示機」）が設置された。 

「多言語による目的地検索システム」は、目的地までの乗り場やバス路線を簡単に検索できる

システムで、多言語機能により訪日外国人にも対応し、車いす利用者や子どもでも操作できるよ

うユニバーサルデザインに配慮している。 

また、「バス運行情報案内表示機」は、既存のバスロケーションシステムを活用し、発車時刻な

どの詳細情報をリアルタイムに表示する。 

 

４ バス停付近の自転車等駐車場の整備（サイクル＆バスライド） 

平塚駅から３ｋｍ以遠の交通結節点となるバス停付近に自転車等駐車場を整備し、自転車から

路線バスへの乗り換えの利便性を向上させることで公共交通の利用が不便な地域の解消や、自動

車に過度に依存しない持続可能な交通環境の形成を図っている。 
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バス停留所付近の駐輪場 

 

NO. 駐 輪 場 名 

収 容 台 数         

利 用 料 金        

 

設 置 年 自 転 車      

バ イ ク 

１ し の の め 橋 第 １ 駐 輪 場 83 無  料 平 成 ６ 年 

２ し の の め 橋 第 ２ 駐 輪 場 67 無  料 平成 22 年 

３ あ ず ま 橋 第 １ 駐 輪 場 103 無  料 平 成 ７ 年 

４ あ ず ま 橋 第 ２ 駐 輪 場 50 無  料 平成 28 年 

５ 鈴 川 駐 輪 場 100 無  料 平 成 ８ 年 

６ 水 神 橋 駐 輪 場             20 無  料 平成 12 年 

７ 長 持 駐 輪 場 20 無  料 平成 14 年 

８ 南 金 目 駐 輪 場 40 無  料 平成 14 年 

９ 玉 川 橋 駐 輪 場 50 無  料 令 和 元 年 

10 大 縄 橋 駐 輪 場 30 無  料 令 和 ２ 年 

11 片 岡 駐 輪 場 20 無  料 令 和 ２ 年 

12 中 沢 橋 駐 輪 場 15 無  料 令 和 ３ 年 

収 容 台 数 合 計            598台   
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 第２章 開発指導                             開発指導課  

 

 本市は、健全な都市環境の確保と良好な生活環境の整備を図り、秩序ある市域の開発を進めるた

め開発事業に対する行政指導を行っている。関係法令はもとより「平塚市まちづくり条例」を的確

に運用し、条例の趣旨を具現化するうえで関係者の理解と協力、更に高度な調整技術が要求されて

いる。 

 国土利用計画法の規定に基づく土地取引については、届出書を受理し、知事に送付している。本

市は、昭和62年10月１日から監視区域に指定されていたが、平成７年２月１日にその指定が解除

された。また、開発許可業務は、昭和62年４月１日から神奈川県より事務権限の委任を受け実施し

ていたが、平成13年４月１日に本市が特例市に移行したことに伴い自治事務として行っている。 

 なお、開発許可事務処理を迅速にするため、事前相談制度を実施しており、令和４年度における

相談件数は、市街化区域 183件、市街化調整区域 72件（合計255件）である。 

 

１ 平塚市まちづくり条例の協議状況（単年度分） 

 (1) 開発行為 

区   分 市街化区域      市街化調整区域 計 

件     数 

面  積（㎡） 

戸  数（戸） 

48 

150,590.53 

359 

７ 

6,639.82 

22 

55 

157,230.35 

381 

 (2) 建築行為                       (単位 件) 

区   分 市街化区域 市街化調整区域 計 

１     階 

２     階 

３     階 

４ 階 以 上 

単なる再開発型の

区 画 の 変 更 

20 

39 

17 

11 
 

９ 

２ 

１ 

０ 

０ 
 

０ 

22 

40 

17 

11 
 

９ 

計 96 ３ 99 

（3）その他開発事業（建築物の建築を目的としない開発事業） 

区   分 市街化区域 市街化調整区域 計 

件       数 ０ ０ ０ 

 

２ 国土利用計画法の届出状況 (単年度分) 

区    分 市街化区域  市街化調整区域 計 

件      数 

面  積（㎡） 

23 

109,402.57 

１ 

5,982.00 

24 

115,384.57 
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３ 開発許可（都市計画法第 29条）申請処理状況 

区     分 市街化区域 市街化調整区域 計 

申請件数  （件） 

許可件数  （件） 

許可面積  （ha） 

42 

41 

5.00 

９ 

９ 

1.04 

51 

50 

6.04 

※ 許可件数及び許可面積については、過年度申請分を含む。 

※ 許可面積については、小数点以下第三位を四捨五入している。 

 

４ 開発許可（都市計画法第 34条の２）協議申出処理状況 

区     分 市街化区域 市街化調整区域 計 

申出件数  （件） 

協議同意件数（件） 

協議同意面積（ha） 

０ 

０ 

０ 

    ０ 

    ０ 

       ０ 

０ 

０ 

０ 

 

５ 建築許可（都市計画法第 43条）申請処理状況 

申請件数 （件） 許可件数 （件） 許可面積  （ha） 

17 17 0.46 

※ 許可面積については、小数点以下第三位を四捨五入している。 

※ 許可件数及び許可面積については、過年度申請分を含む。 

 

６ 開発登録簿（都市計画法第 47条第５項）申請処理件数 

計 閲覧 交付 

809 126 683 
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  第３章 建築指導               建築指導課  

 

 本市では、地域の実情に応じた建築行政を行い良好な居住環境の形成を図るため、昭和 60年４月

１日から、建築基準法による建築確認業務を実施している。また、建築基準法に基づく許可申請に

対する審議などを、建築基準法の規定による建築審査会に諮っている。 

 この他、地震による建物の被害を抑え市民の安全確保を図るため、旧耐震基準建物の耐震化に対

する補助事業や、危険なブロック塀の倒壊予防策等に対する補助事業を行っている。 

 

１ 確認処分等件数 

 （備考）建築物１～３号……建築基準法第６条第１項第１号から第３号に掲げる建築物  

     建築物 ４ 号……建築基準法第６条第１項第４号に掲げる建築物 

     ( )内の数値は計画変更確認申請・計画変更計画通知を内数で示す。 

２ 許可及び認定件数 

区 分 内  容 件数 

建築審査会の同意を得る許可 

空 地       10 

日 影 規 制 １ 

道路内建築物 ３ 

そ の 他 許 可 仮 設 建 築 物       20 

認 定 高 度 地 区 １ 

市 条 例 認 定 路地状敷地と道路との関係 ９ 

合 計  44 

 

３ 道路の位置の指定等件数 

種  別 件 数 道路延長（ｍ） 

指 定 ５  162.00 

廃 止 ３  78.50 

区  分 総  計 
建 築 物 

建築設備 工 作 物 
計 １～３号 ４ 号 

確認申請 32 

(２) 

31 

(２) 

３ 

(１) 

28 

(１) 

１ 

(０) 

０ 

(０) 

計画通知    ９ 

(０) 

７ 

(０) 

５ 

(０) 

２ 

(０) 

２ 

(０) 

０ 

(０) 

合  計 41 

(２) 

38 

(２) 

８ 

(１) 

30 

(１) 

３ 

(０) 

０ 

 (０) 
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４ 長期優良住宅認定等件数 

種    別 件 数 

計 画 認 定 250 

計画変更認定 14 

譲 受 人 認 定 46 

地位の承継承認 ３ 

 

５ 補助事業件数 

種    別 件 数 

木造住宅耐震診断補助 97 

木造住宅耐震補強設計補助 25 

木造住宅耐震補強工事補助 21 

木造住宅建替え除却工事補助 １ 

ブロック塀等倒壊予防策補助 37 

 

-244-



  第４章 工事請負契約                        契約検査課 

 

１  建設工事の競争入札参加適格者 

    建設工事の履行確保のため、競争入札参加資格審査申請により建設業者の経営規模、経歴等を 

審査して、その建設業者に見合う工事の発注ができるよう工種別に格付をしている。 

    令和４年度４月競争入札参加適格者登録数 

    市内業者   181社     市外業者    1,831社    計  2,012社 

    工種別及び格付別登録者内訳（延登録者数） 

工  種  別 
               格                           付 

計 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

土 木 工 事 410 146 113 86 57 812 

建 築 工 事 290 90 143 - - 523 

電 気 工 事 328 81 113 - - 522 

管 工 事 230 91 132 - - 453 

舗 装 工 事 169 214 175 - - 558 

その他工事 - - - - - 4,119 

    計 （1,427) （622) （676) （86) （57） 6,987 

 

２   契    約 

    工事・修繕契約件数及び金額 

(1)  契約件数（単年度分）                                         （単位   件） 

工 事 担 当 

部 名 
都市整備部  土 木 部  産業振興部 教育総務部 そ の 他 計 

契約 

件数 

市内 39 38 ６ 32 ０ 115 

市外 １ ２ ０ ０ ０ ３ 

計 40 40 ６ 32 ０ 118 

注：市内・市外業者を構成員とするＪＶによる件数は出資割合で計上。（対象にＪＶなし）  

 

(2)  契約金額  (単年度分)                                      （単位  千円） 

工 事 担 当 

部 名 
都市整備部  土 木 部  産業振興部 教育総務部 そ の 他 計 

契約 

金額 

市内 995,337 762,454 53,460 1,474,193 ０ 3,285,444 

市外 3,038 72,490 ０ ０ ０ 75,528 

計 998,375 834,944 53,460 1,474,193 ０ 3,360,972 

注：市内・市外業者を構成員とするＪＶによる金額は出資割合で計上。（対象にＪＶなし） 
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(3)  契約件数（継続分）                                        （単位   件） 

工 事 担 当 

部 名 都市整備部  土 木 部  産業振興部 教育総務部 そ の 他 計 

契約 

件数 

市内 １ ０ ０ ２ ０ ３ 

市外 ０ １ ０ ０ ０ １ 

計 １ １ ０ ２ ０ ４ 

注：市内・市外業者を構成員とするＪＶによる件数は出資割合で計上。（対象にＪＶなし） 

 

(4)  契約金額  (継続分)                                     （単位  千円） 

工 事 担 当 

部 名 
都市整備部  土 木 部  産業振興部 教育総務部 そ の 他 計 

契約 

金額 

市内 334,345 ０ ０ 184,396 ０ 518,741 

市外 ０ 151,426 ０ ０ ０ 151,426 

計 334,345 151,426 ０ 184,396 ０ 670,167 

注：市内・市外業者を構成員とするＪＶによる金額は出資割合で計上。（対象にＪＶなし） 
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第５章 都市整備              都市整備課  

 

  第１節 土地区画整理事業 

 

１ ツインシティ大神地区 

ツインシティ大神地区は、神奈川県と神奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会が策定し

た「ツインシティ整備計画」に基づき、「ツインシティ大神地区土地区画整理組合設立準備会」等

によるまちづくりの検討を進め、平成27年８月28日に市街化区域への編入等の都市計画決定等

の告示とともに、「平塚市ツインシティ大神地区土地区画整理組合」の設立認可を行った。現在、

同組合による土地区画整理事業を進めている。 

地区概要 区 域 面 積 68.8ha 計 画 人 口 3,300人 

 

２ 大浜地区（検討地区） 

  大浜地区は、国道 134号や平塚新港の整備と整合を図りながら土地区画整理事業の事業化を図

る区域である。平成２年より各種調査を行い、地元組織である『大浜地区まちづくり研究会』に

おいて、地区の特性や区画整理のしくみ等について研究及び勉強会を行い、地元住民等に対し説

明会、アンケートを行うなど、まちづくりに向けた取組を続けてきた。 

  今後、居住環境の改善と都市防災機能の向上を図り、海浜地に調和した市街地の整備が必要と

されている区域である。 

地区概要 区 域 面 積 約6.1ha 
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土地区画整理事業施行区域図 

施行済 

施行中 

施行予定 

凡例 

真田地区 

厚木流通団地 

馬入工業地帯 

都市改造 
（本宿工区） 

戦災復興 

都市改造 
（馬入工区） 

都市改造 
（須賀北工区） 

（須賀南工区） 
都市改造 

大浜地区 

天沼地区 

五領ヶ台地区 

真田・北金目地区 

ツインシティ大神地区 

散田地区 

岡崎地区 

日向岡地区 
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  第２節 中心市街地活性化   

   

１ 中心市街地の再整備 

  平成14年３月に策定した「平塚市中心市街地活性化基本計画」と平成 15年７月に策定した「中

心市街地（平塚駅西口・見附台周辺地区）まちづくり計画」を見直し、平成 31年１月に新たな平

塚駅周辺地区の活性化に向けた「平塚駅周辺地区活性化ビジョン」を策定した。 

  令和４年度は、平塚駅周辺地区の将来像を市民や事業者と共有し、持続可能なまちづくりを実

現するための「平塚駅周辺地区将来構想」を令和６年度に策定するに当たり、市民へのアウトリ

ーチや市民及び商業者向けのアンケート、関係者や学識経験者に対するヒアリングを行った。 

 

２ 中心市街地活性化推進 

平成31年の「平塚駅周辺地区活性化ビジョン」の策定を受け、若手商業者等で構成される「平

塚まちなか活性化隊」（以下「まち活」という。）が組織された。地域主体のまちづくりを進める

ため、まち活が自主的に取り組む内容を定めた「平塚まちなか活性化ロードマップ」（以下「ロー

ドマップ」という。）に沿った活動を支援した。また、地域のさらなる活性化を目指し、新たなロ

ードマップの策定を支援した。 

 

３ 再開発 

(1) 市街地再開発事業 

平塚駅西口地区は、都市再開発法第２条の３の規定に基づく「平塚都市計画都市再開発の方

針」の中で再開発を促進する地区に位置づけられており、将来の市街地再開発事業を視野に入

れながら、当該地区にある市有地の有効利用による自転車・バイク駐車場整備など、まちの課

題解決を推進している。 

(2) 優良建築物等整備事業 

本市では、一定区域において敷地の共同化により緑地や公開空地を創出するなど、市街地の

環境整備、改善に寄与する民間再開発事業に対し、「平塚市優良建築物等整備事業補助金交付要

綱」により支援している。 

  ・対象区域   平塚駅周辺の商業地域のうち、紅谷町、明石町、宮の前、宝町、代官町、八

重咲町の各一部地域と、事業区域が道路を介してその地域と面する区域 

  ・対象区域面積 約30万平方メートル 

  ・支援内容   共同施設整備費の費用の３分の１以内を補助 

  ・事業実績   紅谷町九番地区（平成15年９月完了） 

紅谷町三番地区（平成17年９月完了） 

 

４ バリアフリー化 

平塚駅西口跨線橋のバリアフリー化については、平成 25年度に南北エレベーター及び改札内

エレベーターの運転を開始した。 

令和４年度には平塚駅北口の利便性向上のために、ラスカ平塚の既存西側エレベーターを活

-249-



用し、バリアフリーに配慮した経路の利用及び下りエスカレーターの運転を開始した。 

 

  第３節 住居表示 

 

 昭和37年５月に「住居表示に関する法律」が施行され、わかりやすく訪ねやすいまちづくりのた

めに、昭和39年から新しい住居表示を街区方式により実施している。さらに、事業の円滑な実施を

図るため、昭和47年６月に「平塚市住居表示審議会」を設置した。 

 実施状況としては、昭和 39年７月の花水地区を皮切りに、第22次の旭地区（山下・高根・万田）

まで実施した。  

現在、大神・吉際地区や旭地区（徳延・纒・河内）では住居表示の実施に向け、準備を進めてい

る。 

住居表示街区表示板は、劣化状況を踏まえ、順次更新している。 

 

１ 実施状況                      ＊街区数は実施日現在 

区   分 地 区 名      面積（K㎡） 街区数  

第 1次 （Ｓ39. 7.  1 実施） 花 水 地 区          1.770 183  

第 2次 （ 40. 7.  1 実施） 須 賀 地 区          2.567 318  

第 3次 （ 42. 2.  1 実施） 平塚新宿・馬入地区 2.310 187  

第 4次 （ 42. 9.  1 実施） 富 士 見 地 区          1.710 212  

第 5次 （ 48.10.  1 実施） 中原・南原地区          3.165 226  

第 6次 （ 50. 9. 16 実施） 八幡・中原地区          2.049 143  

第 7次 （ 52. 6.  1 実施） 馬 入 本 町          0.094 15  

第 8次 （ 53. 7.  1 実施） ふ じ み 野 地 区          0.211 80  

第 9次 （ 54. 7.  1 実施） 中原二・三丁目 0.260 36  

第10次 （ 56. 2.  1 実施） 札場町・千石河岸          0.113 47  

第11次 （ 58.10. 11 実施） 見 附 町 ・ 錦 町          0.277 68  

第12次 （ 60. 7.  1 実施） 平 塚 地 区          0.630 156  

第13次 （ 60.10.  1 実施） 日 向 岡 地 区          0.360 43  

第14次  （ 62. 8. 1 実施） 南 原 四 丁 目          0.120 6  

第15次  （Ｈ 3.11.  1 実施） 御 殿 四 丁 目          0.178 18  

第16次 （ 13. 2. 5 実施） 四 之 宮 地 区          2.207 145  

第17次 （ 13.11. 17 実施） めぐみが丘一・二丁目 0.363 52  

第18次 （ 14. 2.  4 実施） 真 土 地 区 1.710 119  

第19次 （ 16. 2. 16 実施） 田 村 地 区 2.025 251  

第20次 （ 22．2．22 実施） 真田・北金目地区 1.644 180  

第21次 （ 27．2．16 実施） 真 田 地 区 0.306 39  

第22次 （Ｒ 4.10．17 実施） 
旭 地 区 

（山下・高根・万田） 
1.983 266 

 

     計  26.052 2,790  
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第４節 ツインシティ構想の推進 

 

ツインシティは大神地区と相模川対岸で東海道新幹線新駅を誘致している寒川町倉見地区を

（仮称）ツインシティ橋で結び、川の東西地区を一体とした新たなまちづくりである。 

神奈川県と本市を含む関係市町等で構成する「神奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会」

で、寒川町倉見の新駅誘致活動を行っている。 
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  第６章 みどり・公園緑地      みどり公園・水辺課、総合公園課 

 

地球温暖化など地球的規模での自然環境の保護が叫ばれている現在、みどりの果たす役割は、ま

すます重要性を増している。 

みどりは、二酸化炭素を吸収し、酸素を供給するなど大気の浄化を図るばかりでなく、地震や火

災等から人命や財産を守るなど災害を防止し、都市景観の創造に重要な役割を果たすとともに、市

民の生活に潤いと安らぎを与えてくれる。また、公園緑地は、良好な風致景観を備えた地域環境を

形成し、市民が自然とのふれあいを通じて心身ともに健康で豊かな人間形成に努めることに寄与し

ている。そして、スポーツやレクリエーションの場の提供、災害時における避難場所等多種多様な

機能を有する都市の基幹的な施設であり、目的、利用対象、誘致圏等により種別されている。本市

には、市民の日常生活に定着した基幹的なものとして生活行動圏域によって配置される住区基幹公

園と、都市の全体像を形成する比較的スケールの大きな都市基幹公園のほか風致景観を享受する風

致公園、墓参とともに緑の中での散策等が楽しめる墓園、都市の自然的環境の保全や都市景観の向

上をはかる都市緑地、市民生活の安全性と快適性の確保を目的に近隣住区を相互に結ぶ緑道がある。 

 

  第１節 みどり 

 

みどりはきれいな空気や澄んだ水とともに、生活に欠かせないものである。しかしながら、都市

化の進行により良好な自然環境が減少しているのが現状である。 

そこで、海や川、丘陵、田園等の緑と水の基盤を保全するとともに、都市部の緑を育て、生物多

様性の保全と豊かな緑と水の恵みを享受できるような環境の形成を目指して「平塚市緑の基本計画

（第２次）」を策定、実践している。 

 

１ 緑化の推進 

 (1) 公共施設等の緑化 

公共施設等への緑化を推進するとともに、市民に対する緑化意識の高揚を図ることを目的に

実施している。 

  ア 緑化団体への草花配布 

年２回、緑化モデル団体（18団体）に対し、草花を配布している。 

  イ プランター花壇の設置 

令和４年度は、公園、広場等の公共用地及び公民館等 40箇所に住民団体、公共機関の協力を

得て、238個のプランター花壇を設置し、花とみどりにあふれた景観づくりに取り組んでいる。 
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(2) 事業場等の緑化 

ア 平塚市工場等環境緑化推進協議会 

平成３年３月に、工場､事業所等の自主的緑化を図ることを目的に平塚市工場等環境緑化推

進協議会が発足、令和４年度末現在は81事業所が参加している。 

   イ まちづくり条例に基づく緑化計画完了数 

まちづくり条例に基づき、敷地内の緑化について指導を行った。令和４年度の緑化計画完了

数は35件であった。 

(3) 家庭の緑化 

   平塚のまちを花でいっぱいにするため、百日草の種子2,000袋を配布した。 

(4)  地域の緑化 

潤いのある街づくりを進めるための花とみどりのモデル地区の八重咲町自治会及び花とみど

りのモデル商店街の代官町商店会と協働で地域内の各所に草花を植栽した。 

 

２ みどりの保全 

(1)  樹木及び樹林等の保全   

「緑化の推進及び緑の保全に関する条例」に基づく樹林等の指定状況 

  樹林  ８箇所  48,245.22㎡   樹木  30箇所  51本   生垣  ４箇所  165.2ｍ   

平成20年度から保全樹の育成状態を把握し、健全な樹木を保全するために樹木医による診断

を開始した。 

（2）自然環境保全地域の指定  

神奈川県では昭和 49 年度以降､自然の回復と緑地の保全のため､自然が豊かに保たれている地

域や優れた自然景観を有する地域などを自然環境保全地域として指定している｡ 

本市では高麗山の一部が指定されている。 

○平塚高麗山自然環境保全地域（地目：原野及び山林、面積：約 5.9ha） 

(3)  病虫害からの防除 

樹木の健全な生育を妨げる病害虫は非常に多い｡特に、大量に発生するアメリカシロヒトリや

森林病虫害の中で最も大きな被害をもたらす松くい虫等から樹木を守るため､公共用地（街路樹、

下水道施設は除く）の樹木病虫害防除と被害木の伐倒駆除を専門業者に委託し､樹木の保全に努

めている。 

   

３ 緑の普及啓発 

(1)  平塚市みどり基金 

市民の貴重な財産として樹林を保全し、緑化の推進を図るため平塚市みどり基金を設置して

いる。平成元年度には市費 15 億円の積み立てを行い、令和４年度までの一般寄附金は

45,950,034円となっている。 

(2)  緑化まつり 

新型コロナウイルス感染症の影響により中止した。 
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 (3)  緑化ポスター・標語コンクール 

緑化ポスターの原画及び標語の募集を通じ、緑の魅力に気付き、保全活動や緑化活動、生き

ものや土とのふれあいに関する活動等への意識啓発を図ることを目的に実施した。令和４年度

は、緑化ポスター208件、標語140件の応募があった。 

(4) 植木よろず相談 

新型コロナウイルス感染症の影響により中止した。 

(5) 市民の花 

市制50周年を記念して制定された市民の花「なでしこ」を広く市民に親しんでもらうため、

なでしこの苗を緑化モデル団体等へ配布した。 

 

  第２節 公園緑地 

 

本市の公園は、昭和 12年に海岸の砂防地域を主とした湘南海岸公園の都市計画決定に始まり、戦

後の戦災復興土地区画整理事業により旧市内に都市計画公園が大幅に計画、設置された。 

 昭和 35 年には自然の景勝地である高麗山公園を本市と大磯町で都市計画決定し、その後、昭和

57 年には市政施行 50 周年の記念事業の一環として市民が待望していた総合公園の整備に着手し、

平成３年３月に完成した。 

 まちづくりに対する市民の活動意欲・参加意識が高まる中、市民参加（ワークショップ）による

地域に密着した公園づくりを目指している。 

 令和５年４月１日現在、開設済の公園緑地は、282箇所、面積142.06haで市民一人当たりの公園

面積は約5.55㎡となっている。 

 

１ 公園整備状況 

公園緑地 

公園種別 箇所数 面積 公園種別 箇所数 面積 

街区公園 219箇所 27.91ha 墓園 １箇所 10.40ha 

近隣公園 13箇所 16.33ha 都市緑地 41箇所 8.51ha 

総合公園 ２箇所 42.59ha 緑道 ４箇所 2.34ha 

運動公園 １箇所 10.04ha    

風致公園 １箇所 23.94ha 計 282箇所 142.06ha 

 

２ 市民の手による公園愛護活動 

公園が清潔で市民の憩いの場として機能するように、職員の管理作業や業者への業務委託によ

り対応しているが、昭和 48年に数か所の公園で地域の人々による自主的な清掃活動がされていた

ことや毎年の公園数も増加していることから、「平塚市公園愛護会交付金交付要綱」を定めて、地

域財産である公園への愛護活動の積極的な参加を促進している。 

当初は６団体であったが、令和４年度には 159 団体にまで発展し、公園の健全な環境の維持及

び向上や、利用者への公園愛護精神の普及に貢献している。また、昭和 59年６月には各団体の交

流と活動の向上を目的として平塚市公園愛護会連絡協議会を結成し、より良い環境の公園づくり

をとおして、住環境の向上を図るべく活動をすすめている。 
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３ 有料公園施設 

昭和59年度に開設した平塚球場は、誰もが楽しくプレーし様々な試合が観戦でき、市民が親し

める球場として、少年野球からプロ野球まで幅広く利用されている。なお、平成 26年４月にネー

ミングライツを導入し、愛称が「バッティングパレス相石スタジアムひらつか」となり略称は 

「パレスタ」となっている。 

  昭和61年度に開設した平塚競技場は(公財）日本陸上競技連盟公認の第２種陸上競技場であり、

陸上競技や湘南ベルマーレのホームスタジアムとしてサッカーをはじめとする各種大会はもとよ

り、一般ランナーも利用できる施設として活用されている。なお、平成 24年３月にネーミングラ

イツを導入し、現在、愛称は「レモンガススタジアム平塚」となっている。また、平成元年度に

は宿泊研修所を開設し、各種大会、合宿等の公園利用者の便益施設として多数の方々に利用され

ている。 

さらに、平成２年度に平塚総合体育館、テニスコート、ふれあい動物園を開設し、平塚総合体

育館は、専用利用と気軽に利用できる個人利用とに区分され、テニスコートとともに連日初心者

から熟練者まで多くの方々に利用されており、ふれあい動物園についても多数の児童等が訪れて

いる。 

なお、平塚総合体育館は平成 26年４月にネーミングライツを導入し、愛称が「トッケイセキュ

リティ平塚総合体育館」となっている。その他、湘南海岸公園プールは夏季施設として多くの市

民に親しまれている。 

平成13年度には、馬入ふれあい公園内にサッカー場を整備し、また、平成 16年度にはひらつ

かアリーナを整備し、相模川提内外が一体となったスポーツ、レジャーの拠点として、子供から

大人まで幅広い市民に利用されている。 

なお、ひらつかアリーナは平成 25年４月にネーミングライツを導入し、愛称が「ひらつかサン・

ライフアリーナ」となっている。 

平成17年４月１日には、湘南海岸公園内にフットサルコートが開設され、広く市民に利用され

ている。 

 

４ 主な公園緑地 

(1) 平塚市総合公園 

   昭和55年５月19日国有財産中央審議会から、本市大原地区に所在する旧農林省果樹試験場

跡地の北側半分のうち大部分を公園用地として利用し、南半分は公園用地を含みその処分を留

保する旨の答申がなされた。その利用計画に基づき、昭和 57年度に北側部分 12.8haの払い下

げ及び貸し付けなどの手続きを完了し、I期事業として整備に着手した。 

    昭和59年度は、平塚球場とその周辺の 5.4haを、昭和60年度は子供広場、自由広場等 1.4ha

を、昭和61年度には、平塚競技場とその周辺の 6.0haを開設した。 

   また、昭和61年度に南側留保地のうち東部分 8.75haを国から払い下げを受け、西部分の無

償借地8.73haと合わせⅡ期事業として整備に着手した。昭和 63年度は、並木及び西駐車場の

0.5haを、平成元年度は宿泊研修所、レストハウス、日本庭園、桜の広場、野外ステージ等 8.2ha

を平成２年度には平塚総合体育館、テニスコ-ト、ふれあい動物園等5.4haを開設した。 
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   平成３年度以降は、都市開発資金償還に基づき、各年度0.6ha(平成8年度は0.3ha)を開設し、

平成８年12月に総合公園全体 30.3haが完成し、防災機能を十分備えた公園として供用を開始

した。また、平成 10年度には相撲場を、令和４年度にはみんなの広場を開設しており、現在、

スポーツ、散策、休養を通じて潤いのある生活が楽しめる公園として多くの市民に親しまれて

いる。 

   なお、みんなの広場は令和５年３月にネーミングライツを導入し、愛称が『「こどもクリニッ

クさいとう」みんなの広場』となっている。 

○利用状況 

  平塚球場、平塚競技場、平塚総合体育館及び総合公園テニスコート 

施  設  名 利用人（件）数 合計件数 合計人数 

平 塚 球 場  
市        内 175件 

323件 17,962人 
市        外 148件 

平 塚 競 技 場  

専  用  利  用 38,317人 

   － 72,259人 共  用  利  用 31,666人 

無  料  開  放 2,276人 

平 塚 総 合 体 育 館 

専  用  利  用 5,932件 5,932件 235,398人 

個

人

利

用 

温 水 プ ー ル 51,954人 

   － 97,090人 トレーニングルーム 42,324人 

そ   の   他 2,812人 

総合公園テニスコート 利  用  件  数 6,084件 6,084件 35,235人 

 

(2) 湘南海岸公園 

湘南海岸公園は、相模川から花水川までの海岸砂防地域を主として砂丘、松林が続く 58.6ha

の素朴な海岸公園で眺望にも優れている。12.29ha の開設部分には夏季施設として湘南海岸公

園プールがあり、休日には憩いを求める家族連れや若者たちの海浜レジャー基地として利用さ

れている。 

平成17年４月１日に、屋外フットサル専用コートが開設され、公園がより多目的に活用でき

るようになった。 

(3) 馬入ふれあい公園 

相模川の豊かな自然環境を生かし、堤内外が一体となったスポーツ、レジャーの拠点として、

平成13年度に馬入サッカー場と多目的広場を整備し、堤外地のスポーツ広場と合わせて、6.3ha

を開設した。（平成 14年４月１日） 

また、平成16年度に馬入ふれあい公園の中心的な施設となるひらつかアリーナを含む 3.7ha

を開設した。（平成 16年８月９日） 

   平成 17年度に財団法人日本サッカー協会の 2002ＦＩＦＡワールドカップ記念事業推進委員

会による「サッカーを中心としたモデル的スポーツ環境整備助成」の助成金を活用し、堤内地

の既存の馬入サッカー場・天然芝サッカーグラウンドを人工芝サッカーグラウンド（平成 17

年11月１日供用開始）に、堤外地のスポーツ広場を馬入サッカー場・天然芝サッカーグラウン
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ド（平成18年７月１日供用開始）として整備した。また、平成 18年度には、馬入サッカー場

附属施設として多目的棟（平成 19年４月１日供用開始）を整備した。 

   平成18年度より馬入サッカー場の管理運営等の業務について、指定管理者制度を導入した。 

  また、平成20年度より馬入ふれあい公園・ひらつかアリーナの管理運営業務について、指定管

理者制度を導入した。 

   なお、ひらつかアリーナは平成 25年４月にネーミングライツを導入し、愛称が「ひらつかサ

ン・ライフアリーナ」となっている。 

○利用状況 

  ひらつかアリーナ、馬入サッカー場 

施  設  名 利用件数 利用人数 

ひ ら つ か ア リ ー ナ 7,304件 170,940人 

馬 入 サ ッ カ ー 場 1,516件 120,447人 

（内  訳）天然芝 （424件） （28,470人） 

（内  訳）人工芝 （1092件） （91,977人） 

 

(4) 高麗山公園 

平塚市と大磯町にまたがる約140.8haの風致公園で平塚市域分の面積は約46.0haあり、現在、

湘南平、浅間山、子供の森ゾーンなど約 23.94ha を開設している。360 度の展望と自然環境に

恵まれたみどりの楽園として親しまれており、平成６年度に設置した高麗山公園レストハウス

からの眺めや、平成 28年度から湘南平頂上エリアの樹木の整理等への取組で良くなった眺望を

楽しむ市民や観光客で賑わっている。また、平成 31年４月に湘南平が開園から 60年を迎えた

ことから、頂上エリアで記念イベントを開催したり、大磯町と共同でハイキングマップを作成

したりするなど情報発信に努めた。 

令和４年度は、テーブルベンチを増設するなど、頂上エリアの眺望・景観を楽しめる公園機

能の維持向上に努めるとともに、大磯町と共同で散策・サイクリングマップを作成し、情報発

信に努めた。 

(5) 平塚市土屋霊園 

   高度成長期の人口増加と公営墓地の永続性・安価性に対する市民の要望から、昭和 40年市議

会に霊園建設特別委員会が設けられ、その後、建設地の決定、霊園建設管理事務所の設置等を

経て昭和49年から着手した。平成25年度に区画数4,000基（普通墓地1,302基、芝生墓地2,698

基）をもって完了し、墓地使用者募集回数では19回を数えた。 

   園内は緑豊かな里山地域の特色を尊重した造りとなっており、昭和 63 年３月には修景施設

“流れ”を設置し特殊公園としての趣を添えた。 

(6) プール 

屋外の公園プールは、有料公園施設として、湘南海岸公園プールが昭和42年に開設され、夏

季施設の充実が図られた。また、昭和58年度には湘南海岸公園プールの管理棟が改築整備され

た。 

その他無料の公園プールとして、昭和50年に大神公園プールが開設され、地域の子供達の健
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康増進と体力の向上のため利用されている。 

 ○利用状況 

  ア 湘南海岸公園プール 

開設期間 令和４年７月22日～８月21日 有料（大人250円、小人 100円） 

入場者数 計 4,914人（大人2,554人、小人 2,360人） 

  イ 大神公園プール 

開設期間 令和４年７月 22日～８月21日 無料 

入場者数 計 723人（大人169人、小人554人） 

 

５ 公園整備 

(1) 湘南海岸公園龍城ケ丘ゾーン 

令和２年３月に平塚 Seaside Park共同事業体と基本協定を締結した、湘南海岸公園龍城ケ丘ゾ

ーン整備・管理運営事業は、令和２年度については公園プランに関する市民対話として、３月か

ら10月の間に市民意見募集、Web市民対話、コミュニティミーティング、説明及び意見交換会を

計23回実施した。その後、設計や関係機関協議等を進めた。 

令和３年度は、引き続き設計や関係機関協議等を進めた。また、令和４年２月から５月まで塩・

風の調査を行うこととし、工事着手するための実施協定締結期限（以下、実施協定締結期限とい

う。）を令和３年12月28日から令和４年６月30日に延期した。 

令和４年度は、令和３年度に進めていた関係機関協議等において、より安全性・円滑性に配慮

した計画とすることが望ましいとされ、施設配置を一部見直すこととし、実施協定締結期限を令

和６年３月29日に再延期した。再延期後、見直しプランについて、平塚市公募対象公園施設設置

等予定者選定委員会で審議し、市として事業継続に向けたプランとして決定し、図案等を公表し

た。公表後、見直しプランに関する市民対話として、９月から 10月にコミュニティミーティング

を５回実施し、設計や関係機関協議等を進めた。関係機関協議では、令和５年２月に交通協議を

終えた。 
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  第７章 道路・橋りょう      土木総務課、道路管理課、道路整備課  

 

  第１節 道路   

 

本市の認定道路は、昭和 53年９月に再編成を行い、その後毎年追加認定をし、令和５年３月31 

日現在4,055本、総延長 817,876ｍである。この整備については平塚市総合計画を基本としながら、

市民の要望陳情等を全体的に検討し、整備を進めており、現在の舗装率は次のとおりである。 

市道整備状況                               （単位  ｍ） 

区分
道路種別

58 103,619 96,624 96,624 100.0

3,997 714,257 704,695 687,573 97.6

4,055 817,876 801,319 784,197 97.9計

幹線道路

本数 舗装率％舗装済延長供用延長道路延長

一般道路

  

注：舗装率は供用延長に対する比率 

 

１ 道路橋りょう新設改良事業 

        区分 

事業種別 
実  績 

用地買収面積 

(㎡) 
補償件数 

改良工事（幹線道路分） 

改良工事（一般道路分） 

※用地は寄付含む 

自転車通行帯整備 

歩道設置 

後退用地買収 

Ｌ＝ 211.0ｍ  Ｗ＝2.5ｍ 

Ｌ＝ 497.0ｍ   Ｗ＝1.3～5.7ｍ 

 

Ｌ＝ 2520.0ｍ 

Ｌ＝ 231.0ｍ    Ｗ＝2.5～4.0ｍ 

市街化区域     555.71㎡ 

市街化調整区域   101.05㎡ 

278.10 

1148.42 

 

  

 

       656.76 

    

２ 

４ 

 

 

 

31  

計  2,083.28 37 

 

２ 道路橋りょう改修等事業 

        区分 

事業種別 
実  績 

 

道路補修工事 

橋りょう長寿命化修繕工事 
 

 

Ｌ＝1397.0ｍ   Ｗ＝3.1～11.2ｍ 

Ｎ＝４橋   車橋ほか 

 

３ 道路施設維持管理事業 

  道路の安全と快適に利用できる道路環境の保全のため、日々の道路パトロールの実施、道路及

び付属施設の保守点検、修繕工事など市民生活に密着した道路の維持管理に努めている。 

 (1) 令和４年度に市民から寄せられた要望件数 2,653件 
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（2） 直営対応、補修状況 

パトロールカー１台、振動ローラー２台、ダンプトラック８台、クレーン付トラック１台、

ショベルローダー１台、タイヤローラー１台、バックホー３台、スイーパー１台 他 

  ア 砂利道補修 

    令和４年度は 715.5ｍの砂利道の敷ならし、不陸整正を実施した。 

  イ 後退舗装 

    令和４年度は 40件の狭あい道路の後退舗装を実施した。 

  ウ 舗装補修 

    令和４年度は 2,758.9ｍ（面積4,011.15㎡）の舗装補修を実施した。 

  エ その他 

    その他道路の穴埋めや側溝蓋の交換などを実施した。 

（3） 修繕補修状況 

   比較的大規模な道路補修については、業者発注により修繕工事を実施している。 

令和４年度は修繕工事実施件数 67件 

（4） 委託状況 

   令和４年度は側溝等しゅんせつ、道路反射鏡等の設置を実施した。 

  ア 側溝等のしゅんせつ        5,334.0ｍ 

  イ 道路反射鏡の設置                 ２箇所 

  ウ 区画線の補修           7,723.8ｍ 

  エ 道路・地下道等清掃、道路電気設備保守、日向岡トンネル壁面清掃及び電気通信機械設備

等保守点検等の実施 
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４ 道路占用等 

物   件   名 数   量 

 電柱（支線・支柱を含む） 

 第１種通信事業（支線・支柱を含む） 

 東電配電塔 

 公衆電話BOX 

 一般線類 

 非常用固定環 

 東電地下ケーブル 

 第１種通信事業地下ケーブル 

 一般地下ケーブル 

 東京ガス管 

 一般ガス管 

 給水管 

 排水管 

 その他地下埋設管 

 上空管類 

 通路類 

 看板 

 バス停標識 

 バス停シェルター 

 足場・仮囲 

 共架電線（その他） 

 その他柱類 

8,497 

3,308 

59 

５ 

18,480 

２ 

157,915 

651,098 

727 

342,250 

17,408 

1,045 

1,312 

354 

43 

1,334 

1,572 

376 

330 

1,577 

289,752 

276 

本 

本 

個 

個 

ｍ 

㎡ 

ｍ 

ｍ 

ｍ 

ｍ 

ｍ 

ｍ 

ｍ 

ｍ 

ｍ 

㎡ 

㎡ 

基 

㎡ 

㎡ 

ｍ 

本 

 

  第２節 橋りょう 

  

種     類 橋      数 橋      長 

      木            橋 

      永     久     橋 

                    １ 

                   207 

                 56ｍ 

              3,396ｍ 

             計                    208               3,452ｍ 

 

  第３節 街路樹 

 

緑豊かな街路樹は、都市景観形成上非常に重要であり、うるおいのある街づくりを進める上で欠

かせない要素となっている。市民の「緑」に対する期待も多く、精神的安らぎのほか、騒音の緩和、

大気浄化等環境面にも大きな役割を果たしている。また、道路空間に草花を主体とした緑化を推進

し、道路環境に対する住民意識の高揚に資する「花のふれあいスポット」を整備し、植え付けから

除草、散水等を市民が自主的に行っている。 

このような、市民活動に対する支援と緑豊かな空間を創り出していくことを目標に剪定、除草、

病害虫の防除等により街路樹の健全な育成と維持管理に努めている。 

令和４年度末現在の街路樹は 102路線、高木6,996本、道路に準ずる駅前北口、南口両広場には

高木25本の植栽がなされている。 
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第４節 駅前広場 

 

駅前広場は昭和 21年８月 27 日戦災復興院告示第 110号で、駅北口に 15,800 ㎡、南口に 8,700

㎡の広場を設けることを決定されたが、その後、北口広場は、昭和 27年 10月 25 日建設省告示第

1,345号により、9,140㎡に変更決定され、南口広場は、昭和 30年１月28日、建設省告示第 55号

により、4,540㎡に変更決定された。 

昭和43年７月には北口駅前広場の混雑緩和と歩行者の安全を確保するため、駅前広場改修工事に

着手し、歩行者と車両を分離した地下道の新設及びバス乗降場の設置を図ってきた。昭和 48年６月

にはステーションビルが完成し、昭和 55年には青年会議所から時計塔が寄贈された。その後、歩道

のカラー舗装や、市民の木「くすのき」などの植栽を行い、昭和 63年10月周辺商店街が一新され

たのを契機に単に交通の拠点としての役割だけでなく、上屋やエスカレーターの新設など利便性の

向上に努めるとともに、快適な都市空間としてうるおいやゆとりを配慮した全面改修を行い、平成

元年７月１日竣工した。また、平成９年 11月には、駅南口に高齢者や障害者に配慮した車椅子対応

のエスカレーターが設置され、さらに平成 12年３月には、駅北口のバス乗降場に平塚法人会から時

計２基が寄贈された。平成 21年10月には、バリアフリー化し新しい広場として生まれ変わり、エ

レベーター３基が設置された。平成 24年３月に、老朽化した上屋７箇所の全面改修を行った。 

本市の表玄関としてふさわしい環境と通行者の安全を保つため、広場、地下道等の清掃と樹木の

維持管理及び、エスカレーター、エレベーター、時計塔等の保守管理を行っている。 

 

  第５節 国県道推進 

 

 主要幹線道路は、円滑な交通確保のみならず、地域や都市の骨格形成、ライフライン等の収容空

間確保や災害時における緊急輸送救急医療などにとって欠くことのできない重要な社会基盤施設で

あり、活力ある地域づくりや都市づくりの基礎となる道路整備は強い期待を持たれている。 

特に、全線開通が待ち望まれる圏央道（首都圏中央連絡自動車道）へのアクセス道路として、新

湘南国道や湘南新道（藤沢大磯線）の早期整備が求められている。 

 新湘南国道は、国道１号のバイパスである藤沢バイパスと西湘バイパスを結ぶ自動車専用道路と

して計画され、藤沢バイパスから茅ヶ崎海岸インターチェンジまでの区間で供用を開始している。

現在、茅ヶ崎海岸インターチェンジから西湘バイパスまでの区間については着工に至っていないが、

並行する国道134号の４車線化整備が完了し、また、近隣地域においては、令和４年４月に新東名

高速道路の伊勢原大山インターチェンジから新秦野インターチェンジまでの区間が開通したことか

ら、周辺道路網の交通状況等の検証とともに、それを踏まえた新湘南国道の整備を要望していく。 

一方、湘南新道（藤沢大磯線）は、本市域を東西に通過し、藤沢市と大磯町を結ぶ都市計画道路

である。平成10年10月には湘南銀河大橋が完成し、現在、国道 129号までの区間が４車線で供用

されている。国道129号から県道606号（大島明石）までの区間については、早期完成を目指し用

地買収などが進められており、順次工事に着手している。さらに、県道606号（大島明石）から県

道61号（平塚伊勢原）までの区間は、「改定・かながわのみちづくり計画」において事業化検討箇

所に位置付けられている。 
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 今後も、主要幹線道路における慢性的な交通渋滞の緩和や安心・安全の確保を図るため、国・県

などの関係機関に対し、新たに開通する高規格幹線道路などに繋がる道路の新設、改良といった道

路ネットワークの整備を強く要望していく。 
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  第８章 建築                                 建築住宅課 

 

第１節 市営住宅 

 

 本市の市営住宅は、昭和 27年の公営住宅法施行に伴い、纒、大久保住宅等の木造平屋建住宅の建

設に始まり、市民生活の安定や社会福祉を充実させるため、「一世帯一住宅」の実現を目標に、新規

建設を中心に整備してきた。 

昭和38年度からは簡易耐火住宅を整備してきたが、その後の急激な都市化で地価が高騰、用地取

得が難しい状況となったことから、昭和 46年度から耐用年数を経過した木造住宅を解体し、中層耐

火住宅へ建て替えることにより、用地の高度利用と質的向上を図ってきた。建て替えを実施したも

のとしては、昭和46～51年度事業の東中原住宅(467戸､１集会所)、昭和52～55年度事業の龍城ヶ

丘住宅(186戸､１集会所)、昭和56～58年度事業の田村宮の前住宅(170戸､１集会所)、昭和59～61

年度事業の虹ヶ浜住宅(78戸､１集会所)、昭和62～平成元年度事業の虹ヶ浜東住宅(66戸､１集会所)、

平成２～３年度事業の万田小向住宅(12戸､１集会所)、平成４～５年度事業の虹ヶ浜西住宅(42戸､

１集会所)、平成６～７年度事業の出縄中谷戸住宅(18戸､１集会所)がある。 

 平成８年には公営住宅法の一部が改正され、民間等からの借上げや買取り方式による市営住宅の

整備が可能となった。本市では、平成 10年度に、市営住宅の整備及び管理方針を明らかにすること

を目的に「平塚市営住宅管理計画」を策定し、借上げによる整備や高齢者等への対応を計画に位置

付け、平成11年度に、都市再生機構（現「ＵＲ都市機構」）が高齢者向け住宅として整備したコン

フォール平塚住宅を借上げた(30戸)ほか、公所谷戸住宅を高齢者専用住宅として建て替えた(12戸）。 

また、平成12年度からは万田貝塚住宅をエレベーター付き中層耐火構造とする建て替え工事に着手

し、平成14年度に１号棟(75戸､１集会所)、平成16年度に２号棟(55戸)、平成 21年度に３号棟(50

戸)が完成した。 

平成22年度以降は、上述の建て替えを行った住宅の長寿命化型改修工事（屋上防水、外壁塗装等）

を推進し、各年度２～３棟を対象に工事を継続しているほか、水道直結工事や外部共用階段手すり

設置工事等を実施した。また、平成27年度には、耐震指標を下回っていた東中原住宅の集会所を建

て替えた。 

 

１ 市営住宅戸数              令和５年４月１日現在(単位 戸) 

地区 平塚 大野 神田 旭 戸数総計 

計 387 516 170 222 1,295 

 

（参考） 

市内には、市営住宅の以外に、県営の横内団地 1,360戸、平塚山下団地633戸、海岸地区（３か

所）249戸、アメニティ湘南平他１団地 141戸があり、他に県公社 532戸、ＵＲ都市機構 989戸が

ある。 
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２ 構造別整備状況                       令和５年４月１日現在 

構     造 戸     数 割   合(％) 

木   造 12 0.9 

低 層 耐 火 構 造         12 0.9 

中 層 耐 火 構 造         1,256 97.0 

高 層 耐 火 構 造         15 1.2 

 

３ 建設年度別整備状況                     令和５年４月１日現在 

建設年度 構 造 別 戸 数 建設年度 構 造 別 戸 数 

45 中層耐火構造 30  昭和59年度 中層耐火構造 24  

46 中層耐火構造 64  60 中層耐火構造 24  

47 中層耐火構造 140  61 中層耐火構造 30  

48 中層耐火構造 90  63 中層耐火構造 48  

49 中層耐火構造 90  平成元年度 中層耐火構造 18  

50 中層耐火構造 54  ３ 低層耐火構造 12  

51 中層耐火構造 48  ４ 中層耐火構造 24  

52 中層耐火構造 60 ５ 中層耐火構造 18  

53 中層耐火構造 18   ７ 中層耐火構造 18  

54 中層耐火構造 48   11 
木    造 

高層耐火構造(借上) 

 12  

15  

55 中層耐火構造 60 14  中層耐火構造 75 

56 中層耐火構造 70  16 中層耐火構造 55 

57 中層耐火構造 30 21 中層耐火構造 50 

58 中層耐火構造 70 

 

４ 市営住宅入居申込者数と倍率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   区分 

年度 
新築・空家別 構 造 別 募集戸数 申込者数 倍 率 

  ３ 
空  家 

空  家 

中層耐火構造 

低層耐火構造 

      40 

      ５ 

119 

  ２ 

2.97 

0.4 

  ４ 
空  家 

空  家 

中層耐火構造 

木    造 

      23 

      １ 

129 

６ 

5.61 

６ 

-265-



第２節 建築                            

 

市政運営上必要な施設を整備するため、建築物の新築や、老朽化した施設の改築、機能・設備性

能を常に良好な状態に保つための改修工事及び修繕を実施した。 

 

施設の整備内容 

 

整 備 内 容 施 設 名 等 

新築工事 

ツインシティ大神地区調整池築造（建築） 

虹ケ浜東住宅駐輪場 

平塚農商高校防災備蓄倉庫 

改修工事・修繕 

東部ポンプ場 

市民病院 

平塚市聖苑 

平塚競技場 

その他32施設 
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  第９章 下水道            下水道経営課、下水道整備課  

 

  第１節 下水道事業会計 

 

１ 下水道事業会計 

  本市の下水道事業は、「公共下水道事業」と「農業集落排水事業」の２つの事業による整備が概

ね完了し、今後は改築更新を含めた維持管理が主体の事業展開となり、下水道サービスを安定的

に提供していく経営が求められている。 

このような中、下水道事業への地方公営企業法の一部（財務規定等）適用や「平塚市下水道事

業経営戦略」により、経営状況と財政状態を明確化するとともに、経営基盤の強化と財政マネジ

メントの向上に取り組んでいる。 

 

２ 収入・支出 

(1) 収益的収入及び支出 

収      入 支      出 

科 目 決算額 構成比 科 目 決算額 構成比 

 

下水道事業収益 
 

  営業収益 
 

  営業外収益 
 

  特別利益 

円 

8,096,516,899 
 

5,261,381,111 
 

2,817,568,459 
 

17,567,329 

％ 

100.0 
 

65.0 
 

34.8 
 

0.2 

 

下水道事業費用 
 

営業費用 
 

営業外費用 
 

  特別損失 

円 

7,622,877,278 
 

7,036,154,019 
 

573,626,978 
 

13,096,281 

％ 

100.0 
 

92.3 
 

7.5 
 

0.2 

※ 収益的収入及び支出は、使用料や施設管理費など、主に経常的な維持管理に関する収支である。 

(2) 資本的収入及び支出 

収      入 支      出 

科 目 決算額 構成比 科 目 決算額 構成比 

 

下水道事業資本的収入 
 

  企業債 
 

  他会計出資金 
 

  他会計負担金 
 

  分担金及び負担金 
 

  国庫補助金 
 

  県補助金  

円 

3,428,181,523 
 

2,163,100,000 
 

491,229,000 
 

106,518,000 
 

9,961,523 
 

657,316,000 
 

57,000 

％ 

100.0 
 

63.1 
 

14.3 
 

3.1 
 

0.3 
 

19.2 
 

0.0 

 

下水道事業資本的支出 
 

建設改良費 
 

企業債償還金 
 

   
 

 
 

 
 

   

円 

5,780,245,191 
 

2,510,530,766 
 

3,269,714,425 
 

   
 

 
 

 
 

 

％ 

100.0 
 

43.4 
 

56.6 
 

   
 

 
 

 
 

 

※ 資本的収入及び支出は、企業債や建設改良費など、主に下水道施設の建設に関する収支である。 
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  第２節 公共下水道の制度 

 

１ 受益者負担金制度 

  公共下水道事業の建設費は国や県の補助金及び市税等で賄っているが、利益を受ける方は公共

下水道ができた地域に限られる。そこで公共下水道の利益を受ける方に建設費の一部を負担して

いただくのが受益者負担金制度である。 

 本市では、昭和39年度に公共下水道第１期事業の計画が策定され、建設大臣に事業認可申請を

行い、都市計画法（旧法）第６条第２項の規定に基づき受益者負担金制度を採用した。 

  その額は全事業の１／６、坪当たり 235円が適当とされ、建設大臣に省令の公布申請を行い、

昭和41年１月25日建設省令第１号として、平塚都市計画下水道事業受益者負担に関する省令が

公布された。その後、都市計画法の規定に基づき、昭和 47年３月27日に条例に変更した。 

  平成13年度には市街化区域の公共下水道事業(第１期～第５期)の概ね全域が整備され、その後

は市街化調整区域の一部を公共下水道事業(第６期)として整備するに当たり、地方自治法の規定

に基づく分担金を賦課するために、条例を『平塚都市計画下水道事業受益者負担金及び下水道事

業分担金条例』に改正し、基本負担金を１平方メートル当たり366円と定めた。また、平成30年度

から大神地区の一部(ツインシティ大神地区)が公共下水道の事業計画区域となることから、公共

下水道事業(第7期事業)として整備するに当たり、基本負担金を1平方メートル当たり371円と定め

た。 

 

２ 下水道使用料制度 

 本制度は、昭和48年度から実施しており、第８回目の改定を平成 19年度（平成20年４月１日

施行）に実施した。使用料の算出は３年間の維持管理費及び資本費を試算し、単価を次のとおり

設けている。 

（単位 円） 

月  間  排  水  量 使  用  料 

8立方メートル以下（ 最 低 基 本 水 量 ） 

9立方メートル以上    25立方メートル以下 

26    〃      50    〃 

51    〃     100    〃 

101    〃     200     〃 

201    〃     300     〃 

301    〃     500     〃 

501    〃    1,000     〃 

1,001    〃    3,000     〃 

3,001    〃    5,000     〃 

5,001    〃    10,000     〃 

10,001    〃    15,000     〃 

15,001    〃    20,000     〃 

20,001    〃    25,000     〃 

25,001     〃     30,000     〃 

30,001立方メートル以 上 

１月当たり     662 

１立方メートル当たり 99 

  〃       102 

  〃       118 

  〃      122 

  〃      138 

  〃      150 

  〃      168 

  〃      185 

  〃      203 

  〃      222 

  〃      247 

  〃      265 

  〃      284 

  〃      303 

  〃      321 
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使用料の納入については、神奈川県企業庁と事務委託に関する協定を結び、水道料金と下水道

使用料を神奈川県企業庁が一括して徴収する「上下水道料金一括納付制度」を実施している。 

 

３ 下水道運営審議会 

 平塚市附属機関設置条例に基づき、平塚市下水道運営審議会規則が制定され、市議会議員２人、

学識経験者３人、排水設備を設置すべき者又は使用者６人の合計 11人が委嘱されている。 

 諮問事項としては公共下水道・農業集落排水処理施設の使用料、その他市長が下水道の運営管

理について必要と認める事項であり、令和４年度は２回開催した。 

 

４ 公共下水道排水設備責任技術者及び指定工事店の登録 

 排水設備責任技術者登録者数は782人、指定工事店の登録数は421件となっている（市外含む）。 

 責任技術者の登録要件は、神奈川県下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者試験の合格

者及び更新講習会修了者であり、指定工事店は専属の責任技術者を１人以上置くことになってい

る。 

 

５ 資金貸付あっせん制度 

  下水道水洗化普及促進のため資金貸付あっせん制度を当初の事業期より設けている。これは排

水設備の設置及び水洗化の工事費について、一定基準に基づき、市が市内の金融機関へあっせん

して貸付けが受けられる制度であり、利息を市が負担するものである。 

  これは１種（自家自住）と２種（自家自住以外）があり、貸付あっせん額は 200万円以内で、

返済金は月３千円以上、返済期間は最高 50か月（ただし２種は最高 25か月）である。 

 

６ 助成金制度 

  市の資金貸付あっせん制度を利用しないで、排水設備の設置及び水洗化の工事を行った者に対

して交付している。助成金を受けることができる条件は、建物の所有者が住んでいる建物(自家自

住)に限り、助成額は工事費に対し一律 25,000円である。 

 

７ 浄化槽の補助金交付制度 

生活系排水からの水質汚濁を防止し、公共用水域の水質保全を図るため、公共下水道及び農業

集落排水処理施設の整備が将来にわたって行われない区域内に、浄化槽を設置する者及び設置し

た浄化槽を適正に維持管理している者に対し、その費用の一部を補助する制度である。 

(1)  設置費補助 

浄化槽の設置にかかった費用で人槽ごとに、５人槽 33.2万円、７人槽 41.4万円、10人槽

54.8万円の補助制度を設けている。 

(2)  維持管理費補助 

  浄化槽の法定維持管理（法定検査・保守点検・清掃）にかかった費用の 1/2を補助してい

る。令和４年度は、199基分に対し、370.4万円を補助した。 

 

-269-



８ 平塚市下水道事業環境整備基金 

 相模川流域下水道右岸処理場等の下水道施設周辺の環境整備事業を円滑に進めるため、平塚市

下水道事業環境整備基金を設置している。 

 

  第３節 公共下水道の整備 

 

本市の公共下水道事業は、昭和 39年12月23日建設省告示第 3509号で第１期事業の認可を受け

た後、事業区域の拡大と整備を進めている。また、近年頻発する集中豪雨に対応するために「平塚

市総合浸水対策基本計画」を平成 26年度に策定し、重点対策地区（短期・中期）を定め、緊急かつ

効率的に浸水被害の軽減を図っている。 

 現在の整備状況は、次のとおりとなっている。 

 

１ 公共下水道普及状況 

区分 行政人口(A) 整備区域人口(B) 処理人口(C) 水洗化人口(D) 

人口 256,519  251,338  250,844  245,545  

普 及 率 (B)/(A) 97.98％ (C)/(A) 97.79％ 
(D)/(A) 95.72％ 

(D)/(C) 97.89％ 

※行政人口は住民基本台帳人口 

 整備区域人口は公共下水道整備済み区域内人口 

 処理人口は供用開始公示済み区域内人口 

 水洗化人口は宅内排水設備の公共下水道への接続人口 

 

２ 令和４年度管渠工事 

【汚水築造】 布設延長＝200.00ｍ 

施行箇所 管  径 延長（ｍ） 備  考 

ツインシティ大神地内 φ200 200.00   

【雨水築造】 布設延長＝587.53ｍ 

施行箇所 管  径 延長（ｍ） 備  考 

ツインシティ大神地内 φ250～1200 156.43   

田 村 五 丁 目 地 内 φ350～450 130.40   

四之宮三丁目地内 φ350 29.60   

南 原 三 丁 目 地 内 □300×300 23.00   

錦 町 地 内 φ250～300 148.10   

立 野 町 地 内 φ700 100.00   

【改築】 改築延長＝149.91ｍ 

施行箇所 管  径 延長（ｍ） 備  考 

天 沼 地 内 φ250 132.86   

榎 木 町 地 内 φ250 17.05   
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第４節 公共下水道の管理 

 

 本市の下水道施設の整備状況は、令和３年度末において、ポンプ施設として東部ポンプ場、馬入

貯留管ポンプ場、久領堤貯留管ポンプ場、桜ケ丘ポンプ場、撫子原ポンプ場、山下ポンプ場、馬入

ポンプ場、長持ポンプ場、東豊田工業団地ポンプ場及び徳延ポンプ場の 10箇所が供用開始されてい

る。また、管渠施設は合流管 112kｍ、汚水管 753kｍ、雨水管 353kｍが整備されており、これら施

設の保守管理を効率的に行うとともに、施設を良好な状態に保つため管渠等しゅんせつ、管渠内調

査、水質検査及び水量測定等を実施している。 

 

１ 管理状況及び業務内容 

 (1) ポンプ施設  

ポ ン プ 施 設 名 排 除 方 式 管理方法 業 務 内 容 

東 部 ポ ン プ 場 

馬 入 貯 留 管 ポ ン プ 場 

久 領 堤 貯 留 管 ポ ン プ 場 

桜 ケ 丘 ポ ン プ 場 

撫 子 原 ポ ン プ 場 

山 下 ポ ン プ 場 

馬 入 ポ ン プ 場 

長 持 ポ ン プ 場 

東豊田工業団地ポンプ場 

徳   延   ポ  ン  プ  場 

公共下水道大神西調整池 

公共下水道大神東調整池 

合 流 

合 流 

合 流 

分流（汚水・雨水） 

分流（雨水） 

分流（雨水） 

分流（雨水） 

分流（雨水） 

分流（雨水） 

分流（雨水） 

分流（雨水） 

分流（雨水） 

委 託 

委 託 

委 託 

委 託 

委 託 

委 託 

委 託 

委 託 

委 託 

委 託 

委 託 

委 託 

各施設の運転管理及び日常の

維持管理 

 

 (2) 管渠施設  

事 業 区 分 実 績 

管 渠 等 し ゅ ん せ つ 

水 質 検 査 

水 量 測 定 

4,974ｍ 

58事業場 

21処理分区 

 

第５節 農業集落排水の整備 

 

本市の農業集落排水事業は、農業用用排水路施設の機能維持、生活環境の改善、合わせて公共用

水域の水質保全に資するため実施されている事業である。また、事業は、平成 14年６月より資源循

環統合補助事業へと汚泥の有効利用による環境型社会の構築といった目的が加えられ、汚泥の処理

計画も含まれている。このように地域の特性を活かし、生活環境を向上させ、循環型社会の構築の

ため処理施設から出る汚泥を堆肥化して利用するなど、環境にやさしい社会の構築に効果的である。

また、平成18年３月31日付けで内閣府より地域再生計画認定第４号を取得し「自然との共生をめ

ざした環境づくり」の中で農業集落排水事業を進め、平成 22年５月１日に土屋地区、平成 24年５

月1日に吉沢地区を供用開始し、平成 27年度に農業集落排水事業の整備が完了した。 
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第６節 農業集落排水の管理 

 

 本市の農業集落排水施設は、土屋浄化センター、吉沢浄化センターの２箇所が供用開始されてい

る。また、管渠施設は土屋地区 20km、吉沢地区17km、計37kmが整備されており、これら施設の保

守管理を効率的に行うとともに、施設を良好な状態に保つためマンホールの更生等を実施している。 
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  第 10章 河川     みどり公園・水辺課、土木総務課、下水道経営課、下水道整備課 

 

  第１節 河川・排水路 

 

 本市を流れる河川は、国又は県が管理している相模川水系及び金目川水系で 11河川がある。また、

市が管理している河川は、準用河川４河川とその他河川法適用外である普通河川がある。 

 市が管理する河川・排水路については、公共下水道区域は公共下水道事業の雨水渠として整備あ

るいは計画がなされ、その他の区域についても集落周辺や溢水箇所等に整備計画がある。また、こ

れら施設の保守管理を効率的に行うとともに、施設を良好な状態に保つため、施設の補修、しゅん

せつ及び草刈等を実施している。 

 

１  河川・排水路等の維持管理 

   河川・排水路のしゅんせつ等の維持管理については、巡回パトロールによる必要箇所の発見、

及び市民からの要望等により現地を調査し、随時実施している。令和４年度のしゅんせつ実績延

長は34ｍである。  

 

２ 国が管理している河川（相模川） 

  一級河川相模川は、その源を山中湖に発し、途中幾多の支川を合流しながら、本市の東端を流

下して相模湾に注いでおり、神川橋下流の約6.6ｋｍが国直轄管理区間となっている。 

  相模川の整備は、河水統制事業に始まり、総合開発事業・高度利用事業と一連の事業が、水需

要の増大に伴い実施され、上水道・工業用水・農業用水と、本川の果している意義は極めて大き

く、県民の生活用水や、県内の産業基盤を支えるための供給水源として、重要な河川となってい

る。また、相模川流域は、都市部に残された貴重な自然空間として、景観上からも親しまれてお

り、生態系や親水性、さらに、環境学習利用にも配慮した整備を進めている。 

  しかし、下流域に位置する本市にとっては、河川流量の減少に伴うヘドロの堆積を始め、河口

閉塞、地下水の塩水化、水質の悪化等数々の問題が発生してきた。また、相模川直轄区間は未整

備箇所があり、令和４年度末時点の堤防整備率は約87％となっている。 

  平成26年10月の台風 18号では、本市の観測史上最多雨量を記録する、１時間に70㎜を超え

る豪雨により各所で浸水被害が発生した。令和元年10月の台風19号では、県内に初めて大雨特

別警報が発表され、記録的な大雨により、本市でも各所で浸水被害が発生した。 

  国では、近年多発する浸水被害への対応を図るため、相模川水系では「相模川流域治水協議会」

が設置され、「相模川水系流域治水プロジェクト」の実施に向けた取り組みが進められている。 

このように、水害から流域住民の生命と財産を守り、安全・安心を確保するため、下流域に位

置する市町で組織している相模川整備促進協議会を始め、本市単独でも、国・県に対し早期解決

に向け、強く働きかけている。   

事業の主なものは、次のとおりである。 

  (1) 相模川の整備促進について、国の関係機関へ要望した。令和４年度は須賀地区（左岸）で
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築堤工事、田村地区で河道掘削が行われている。 

(2) 河川環境整備 

     相模川馬入地内河川敷は、粗大ゴミや車などの不法投棄が多く、河川の景観が損なわれて

いた。そこで、築堤整備に併せて国・県の協力を得て花畑をつくり、ボランティアと協力

して草取り等の維持管理を行っている。約３万㎡の花畑では、春はポピー、秋はコスモス

を中心にラベンダー、ローズマリー等が鑑賞できる。 

なお、平成28年４月１日からネーミングライツ契約を締結した関係で、花畑の愛称が「イ

シックス馬入のお花畑」となった。また、国が河川利用のプロジェクトとして策定した「水

辺の楽校」へ応募し、花畑上流に「馬入水辺の楽校」が整備され、川の自然とふれあえる

場づくりや環境学習の実施を図るための活動支援などを行っている。 

 (3) イベントの開催 

     摘み取りイベント 

     花の生育不良により、中止した。 

 

３ 県が管理している河川 

  本市を流れる河川のうち、金目川、鈴川、渋田川、河内川の鎌倉橋から下流 2.5km（金目川合

流まで）、座禅川、大根川、板戸川、善波川、歌川、小出川と相模川の神川橋上流が県の管理河川

となっている。 

  近年の気候変動の影響により激甚化・頻発化する水災害リスクの増大に備えるためには、流域

に関わるあらゆる関係者が協働して治水対策に取り組むことが必要であることから、県では、令

和３年８月に「金目川流域治水協議会」を設置し「金目川水系流域治水プロジェクト」に基づき、

本市を含めた関係者全体で流域における浸水被害の軽減を図る取組を進めている。 

-274-



  第 11章 海岸の利用            みどり公園・水辺課  

 

神奈川県による総合イベント「サーフ’90」が開催されたことを契機として「湘南ひらつかビーチ

パーク」が誕生し、平成７年７月１日、ビーチパーク内に売店・更衣室等を備えた「湘南ひらつか

ビーチセンター」がオープンした。このビーチセンターを拠点にビーチスポーツやビーチレクリェ

ーションを中心に通年にわたり新しい海岸の利用を推進している。平成20年度からビーチセンター

の管理運営について、指定管理者制度を導入した。 

なお、湘南ひらつかビーチパークは平成 25年11月にネーミングライツを導入し、愛称が「湘南

ベルマーレひらつかビーチパーク by shonanzoen」となっている。 

 

１ 湘南ひらつかビーチセンターの施設概要 

  構  造  鉄筋コンクリート造 一部２階建 

  面  積  延床面積 372.00㎡ 

  主な施設  １ 階 情報プラザ、事務室、売店、更衣室（温水シャワー）、便所 

        ２ 階 ライフセーバー詰所、研修室 

        その他 屋外シャワー、手洗い場 

 

２ イベントの開催 

  名  称  湘南ひらつかビーチカーニバル 

  開 催 日  令和４年７月 16日～８月31日 

  場  所  湘南ひらつかビーチパーク 

  主  催  平塚市（平塚海岸魅力促進共同事業体） 

  内  容  ビーチセンターを拠点に海水浴場を開設する他、ビーチスポーツ体験イベントや、

ビーチスポーツ大会等を開催した。 

  来 場 者  56,519人 
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